
検査を受け又は自ら行われなければならない期間が
令和２年４月１０日～９月３０日の間に終了する場合は、
下記のとおり検査期間を４ヶ月延長することが可能となります。

高圧ガス製造施設の
保安検査

参照条文：冷凍則第40条2項、液石則第77条2項、一般則第79条2項、コンビ則第34条第2項

R2.9.30R2.4.10

４ヶ月延長保安検査期間（１年）

R1.6.15

延長措置の
適用モデル例

前回の
保安検査日
（基準日）

今回の延長措置後の保安検査期間

前回の保安検査日
（基準日）から

１年後

R2.6.15

延長措置後の検査期限

R2.10.15

※延長措置後の検査期限に猶予期間（1ヶ月又は3ヶ月）は適用されない。
※延長措置前の期間（猶予期間を含む。）を超えて、延長措置後の期間内に
保安検査を行った場合、次回の検査期間の起算点は、保安検査実施日となる。
（例：R2.10.1に保安検査を実施した場合、更に次の検査期間の起算点
は、R2.10.1となる。）

延長措置の対象期間



延長措置の
適用モデル例

自主検査を行わなければならない期間が
令和２年４月１０日～９月３０日の間に終了する場合は、
下記のとおり検査期間を４ヶ月延長することが可能となります。

高圧ガス製造施設等の
定期自主検査

参照条文：冷凍則第44条3項、液石則第81条4項、一般則第83条3項、コンビ則第38条第3項

R2.4.10

自主検査期間（１年）

延長措置の対象期間

今回の延長措置後の自主検査期間

R2.9.30

※次回の自主検査期間の起算点は、延長後の検査実施日となる。

R1.6.15

前回の
自主検査日

前回の自主検査日か
ら１年後

R2.6.15

延長後の検査期限

R2.10.15

４ヶ月延長


